
昨今の我国は、「まちづくり条例」施行に関して 

自治会応援の新展開が見られる。(事例) 

 

■「立川市自治会等（自治会及び自治会連合会）を応援する条例」が平成31年3月25日より施行。 

(東京都)この条例は、地域コミュニティの中心として活動している自治会及び自治会連合会

を応援することで、安全で安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを

目的に制定されました。自治会及び自治会連合会、事業者、住宅関連事業者、市が連携・協働

して、市民の自治会への加入や自治会及び自治会連合会の活動への参加を促進します。 

(人口 184 千人、92 千世帯) 

■「八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」が平成31年4月1日より施行。 

(東京都)この条例は、町会・自治会の活動活性化の推進に関する基本理念を定め、町会 

・自治会の位置付け及び役割、市の責務並びに市民、大学等及び事業者の役割を明らかに

し、町会・自治会の活動を支援することによりその活動活性化を推進し、市民相互がつな

がり合い、支え合いながら誰もが安心していきいきと暮らすことができる地域社会の実現

に資することを目的とする。               (人口562千人、267千世帯) 

■東京都品川区役所「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」 

平成28年 4月 1日より施行。これは、地域コミュニティの核として活躍している町会・

自治会の活動活性化を推進するための条例です。町会・自治会を中心に区、区民、事業者

がそれぞれの役割を果たすことで地域のつながりを強め、共助の精神にえられた地域社会

の実現をめざします。                 （人口 394 千人、220 千世帯） 

■「所沢市地域がつながる元気な自治会等応援条例」が平成 26 年 6 月 30 日より施行。 

(埼玉県)この条例を拠り所として、地域住民、自治会等、事業者、市の協働により、

自治会等への加入や参加を進め、地域コミュニティのいっそうの活性化を図るとともに、

地域の人々のつながりの大切さを呼びかけています。     （人口 344 千人、161 千世帯） 

■「札幌市町内会に関する条例」 

 札幌市では、少子化、超高齢社会など、これまで経験したことのない時代の転換点を迎

え、子育てや高齢者の見守りといった様々な場面において、地域の絆の重要性が増してお

ります。今後も住みよいさっぽろのまちを実現していくためには、地域コミュニティの中

核を長年担っている町内会の活動が重要です。しかし、近年、社会状況や生活様式の変化

により、町内会では役員の担い手不足や、参加者の減少などが課題となっております。 

以上のような状況を踏まえ、札幌市では、町内会の意義や重要性について、改めて考え、

市民のみなさんとその想いを共有するため、「町内会に関する条例」について、検討を行

うことになりました。                        （人口1,970千人、963千世帯） 

■ その他、「自治会加入促進条例」の理念を取り入れた施行済の主な都市自治体 

 さいたま市、埼玉県草加市、神奈川県川崎市、長野県塩尻市、島根県出雲市 ほか 

■ 宝塚市「まちづくり条例（まちづくり協議会）」考察のピンポイント 

 ・二元代表制の役割 ・団体の役割分担 ・行政主導、市民主導 ・市民と行政の協働  
・協働のまちづくり促進委員会 ・公募 ・組織率の低下 ・詭弁 ・倫理感欠如  
・ピラミッド型、フラットなネットワーク型  
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                                    資料出典：令和元年１０月２９日（土）、アピア３階会議室、研修会開催 

          「大勢参加を実現できる枠組みづくりをめざす」の提出資料から抜粋 
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Ⅰ．宝塚市自治会連合会組織図 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：宝塚市自治会連合会は、自治会の無報酬ボランティア活動であり、ピラミッド組織型で言う上意

下達はない。当該会議体は、合意形成による意思決定を実践。「主権者」としての市民の集合体とし

ての「自治会」であり、その連合体として「宝塚市自治会連合会」がある。それがさらに集合し「広

域自治体」のレベルとして県・全国に連合体として広がっている。 

 

 

 

 

Ⅱ．逆瀬台小学校区まちづくり協議会（ゆずり葉コミュニティ）組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政 

◆ 市民活動団体 
スポーツクラブ２１ゆずり葉 
老人会、子ども会 他 
民生委員・児童委員 
逆瀬台小学校ＰＴＡ 
光ガ丘中学校ＰＴＡ 
青少年育成市民会議 
青少年補導委員 
人権啓発推進委員会 
各種活動団体・グループ 

◆ 行政、学校、社協、 
ＮＰＯ，事業者など 

逆瀬台小学校、光ガ丘中学校 
宝塚高等学校、宝塚西高等学校
逆瀬台郵便局、ＮＰＯ法人きらり
宝塚市社協逆瀬台地区センター
せいれい逆瀬台ディセンター 
宝塚エデンの園、宝塚栄光園 
宝塚自動車、リッツネス逆瀬台 
リッツ介護タクシー、あゆみ建築
商店街 アヴェルデ・逆瀬台Ｍ

・逆瀬台センター 

会計監査

戸 建 ＝６ 
マンション＝６ 

ゆ ず り 葉 コ ミ ュ ニ テ

連 

携 

・ 

協 

働

■自治会を中核(合意形成の確立)とした組織づくり、各種団体との

相互補完、連携・協働による組織の一元化と機能化を図っています。
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白瀬川両岸集合住宅協議会
（通称：白瀬川ブロック）＊活動者登録届＝地域の人材バンク

出典：平成１９年６月２６日

「自治会運営の手引き」 

出典：平成２０年 4月 1日 

広報紙「ゆずり葉だより」
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